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議案第83号

令和6年第3回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計（令和6年度補正第9号）
（歳出）

（単位：千円）
（款項目）......... ... .. ... ..... .・事＂．．．．．．．．．棄＂．．．．．．．．忍"........ ．．．．．．．．．．．．．． ．．．． 

補 正額 説 明
（主管課）

（款）総務費（項）総務管理費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源

（目）....文書管理費.••••••••••••••••••.••. ·•••••••••••·••·••••••••••• | | | I 13 

郵便料金
13 
郵便料金の支払遅延により生じた延滞利息を支払うことに伴い、補償補填

（文書法務課） 及び賠償金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年9月25日）

（款）総務費（項）総務管理費 国庫支出金 1 県支出金 l 地方債 I その他 I 一般財源
（目）地域活動推進費.••••..•••.•.••....•.••••••••••• I I 12, 5001 I 1,392 

小和田地区コミュニティセンター
13,892 
小和田地区コミュニテイセンターの屋上防水改修工事を行うため、工事請

（市民自治推進課） 負費を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年9月25日）

（款）総務費（項）総務管理費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源
（目）スポーツ振興費....................................................................................... | | | I 15,317 

体育館管理運営経費
15,317 
空調を整備した総合体育館の利用料金改定に伴い、公共施設予約システム

（スポーツ推進課） の改修を行うため、委託料を増額するほか、再開後の総合体育館を活用し
たプロスポーツイベントの誘致等に向けた必要な備品を整備することに伴
い、備品購入費を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年9月25日）

（款）衛生費（項）保健衛生費 国庫支出金 1 県支出金 l 地方債 I その他 I 一般財源
（目）保健衛生総務費 | 1051 | I 105 ................................................................................................... 

骨髄ドナー支援事業費補助金
210 
骨髄移植の推進を図るためのドナー及びドナーが勤務する事業所に対する

（地域保健課） 奨励金について、当初の想定を上回る申請件数の増加に伴い、負担金補助
及び交付金を増額するもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年9月25日）

（款）教育費（項）社会教育費 国庫支出金 1 県支出金 1 地方債 I その他 I 一般財源
（目）青少年対策費
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． I I 4,9001 I 602 

子どもの家運営費
5,502 
子どもの家銀河の屋上防水改修工事を行うため、工事請負費を増額するも

（青少年課） の。

＊決定過程理事者調整（令和6年9月25日）
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議案第84号
.
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茅ヶ崎市体育館条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

茅ヶ崎市総合体育館及び茅ヶ崎市体育館の利用料金の上限額を引き上げることにより

、受益者負担の適正化を図る等のため提案する。

2 根拠法規

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の 2第 1項及び第 9項

3 条例の概要

(1) 茅ヶ崎市総合体育館及び茅ヶ崎市体育館の専用利用料金について、基本利用料金

の上限額を引き上げるとともに、専用使用者が市内に住所を有する者等に該当しな

い場合の上限額を基本利用料金の額に 2を乗じて得た額とすること等とした。 （別

表関係）

(2)この条例は、令和 7年 4月 1日から施行する こととし、所要の経過措置を設ける

こととした。
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茅ヶ崎市体育館条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正後

（利用料金）

第13条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる体育館の利用に係る料金（

以下「利用料金」という。）を指定管理者に納付しなければならない。

(1)体育館を使用しようとする者で専用使用者以外のもの（以下「個人使用者

」という。） 個人利用料金

(2)専用使用者専用利用料金

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受

けて定める。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める

ときは、この限りでない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

別表（第 13条関係）

1 略

2 専用利用料金

(1)施設利用料金

ア基本利用料金

改 正 ‘’ 月IJ

（利用料金）

第 13条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる体育館の利用に係る料金（

以下「利用料金」という。）を指定管理者に納付しなければならない。

(1) 体育館を使用しようとする者で専用使用者以外のもの（以下「個人使用者

」という。） 個人利用料金

(2)専用使用者 専用利用料金

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受

けて定める。

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める

ときは、この限りでない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

別表（第13条関係）

1 略

2 専用利用料金

(1)施設利用料金

ア基本利用料金..．．．．．．．．．．．．．..．．．..．．．．．.．．．．．．．．．．．．．....．．．.. 
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使 用 区 分 使 用 区 /刀¥. 

施 吾n几 名 午 月、ljr 缶後 1 午後 2 夜 間 施 号圧n、 名 午 月̀IJ’ 午後 1 缶後 2 夜 間

午前9時か 午後0時か 生後3時か 午後6時か 生前9時か 午後0時か 午後3時か 午後6時か
ら午後0時 ら午後3時 ら午後6時 ら午後9時 ら午後0時 ら午後3時 ら午後6時 ら午後9時
まで まで まで まで まで まで まで まで

差 璽 6分の 1 2, 2 3 0円 差 璽 6位の 1 1, 1 0 0円

立 1 立一 1 

墜 住 3分の 1 4! 4 6 0円 整 住 3公の 1 2, 2 0 0円

直 且ギ 直 査
整 窒 2分の 1 61 6 9 0円 塾 奎 2分の 1 糾 300円

立 金
住 3分の2 8! 9 2 0円
宣

住 3分の2 4, 4 0 0円
査

館 全 13! 380円 館 全 6! 6 0 0円

第2体育室 糾 570円 第2体育室 1, 6 7 0円

柔 12 8 1 0円 柔 940円

剣道場 1 ! 8 1 0円 剣道場 940円

多目的室 11 1 7 0円 多目的室 780円

会 2分の 1 670円 会 2分の 1 470円

墜 墜
窒 全 11 3 5 0円 窒 拿窒 940円

弓道場 1 z 2 9 0円 弓道場 940円

オーケストラ
12 6 2 0円

練習室

オーケストラ
1, 2 5 0円

艘習窒

差 壁 2分の 1 1, 2 9 0円 生 璧 2分の1 620円

立一 毯 立 絃
堕 盪 途 2! 5 8 0円 堕 盪 全 11 2 5 0円

里 堕
住 柔剣道場 620円 住 柔剣道場 620円

宣 宜
館 多目的室 620円 盤 多目的室 620円
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備考基本利用料金の額は、使用区分ごとの額とする。

土市外利用料金

専用使用者が次のいずれにも該当しない場合（力の規定の適用を受ける

場合を除く。）の専用利用斗金は、基本利用料金の額に2を乗じて得た額

とする。

辺市内に住所を有する者

山市内の事務所若しくは事業所に勤務している者又は市内の学校に在学

している者

辺市内に事務所又は事業所を有する者

立繰上利用料金

使用時間の繰上げの承認を受けて使用する場合の当該繰上げに係る専用

利用料金は、 1時間 (1時間に満たないときは、 1時間とする。エ及びオ

において同じ。）につき、使用の承認を受けた使用区分に係る基本利用料

金の額（イ又は力の規定の適用を受ける場合にあっては、それぞれの規定

により算定した額。エ及びオにおいて同じ。）の 1時間当たりの額に 1.

5を乗じて得た額（その額に 10円未満の端数があるときは、その端数の

額を切り捨てた額）とする。

王延長利用料金

使用時間の延長の承認を受けて使用する場合の当該延長に係る専用利用

料金は、 1時間 につき、使

用の承認を受けた使用区分に係る基本利用料金の額

の1時間当たりの額に

1. 5を乗じて得た額（その額に 10円未満の端数があるときは、その端

数の額を切り捨てた額）とする。

備考基本利用料金の額は、使用区分ごとの額とする。

4 繰上利用料金

使用時間の繰上げの承認を受けて使用する場合の当該繰上げに係る専用

利用料金は、 1時間 (1時間に満たないときは、 1時間とする

。）につき、使用の承認を受けた使用区分に係る基本利用料

金の額（オの規定

算定した額

の適用を受ける場合にあっては、オの規定により

）の 1時間当たりの額に 1.

5を乗じて得た額（その額に 10円未満の端数があるときは、その端数の

額を切り捨てた額）とする。

立延長利用料金

使用時間の延長の承認を受けて使用する場合の当該延長に係る専用利用

料金は、 1時間 (1時間に満たないときは 1時間とする。）につき、使

用の承認を受けた使用区分に係る基本利用料金の額（オの規定の適用を受

ける場合にあっては、オの規定により算定した額）の 1時間当たりの額に

1. 5を乗じて得た額（その額に10円未満の端数があるときは、その端

数の額を切り捨てた額）とする。
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主超過利用料金

使用時間の超過の承認を受けて使用する場合の当該超過に係る専用利用

料金は、 1時間 につき、使用

の承認を受けた使用区分に係る基本利用料金の額

-＿の 1時間当たりの額に 1

。 5を乗じて得た額（その額に 10円未満の端数があるときは、その端数

の額を切り捨てた額）とする。

立営利目的等利用料金

（ア）専用使用者が営利を目的として使用する場合の専用利用料金は、入場

料その他これに類する料金（以下「入場料等」という。）を徴収すると

きにあっては基本利用料金の額に基本利用料金の額に30を乗じて得た

額を加算した額とし、入場料等を徴収しないときにあっては基本利用料

金の額に基本利用料金の額に 3を乗じて得た額を加算した額とする。

（イ）専用使用者が営利を目的としないで使用する場合であって、入場料等

を徴収するときの専用利用料金は、基本利用料金の額に基本利用料金の

額に 2を乗じて得た額を加算した額とする。

(2) 略

(3) 附属設備利用料金

施 設 名 単位 金 額

茅ヶ崎 放送設備 二三 2, 0 9 0円

市総合

体育館

茅ヶ崎 放送設備 ー式 1, 2 5 0円

市体育

館

王超過利用料金

使用時間の超過の承認を受けて使用する場合の当該超過に係る専用利用料

金は、 1時間 (1時間に満たないときは、 1時間とする。）につき、使用

の承認を受けた使用区分に係る基本利用料金の額（オの規定の適用ーを受け

る場合にあっては、オの規定により算定した額）の 1時間当たりの額に 1

. 5を乗じて得た額（その額に 10円末満の端数があるときは、その端数

の額を切り捨てた額）とする。

主営利目的等利用料金

（ア）専用使用者が営利を目的として使用する場合の専用利用料金は、入場

料その他これに類する料金（以下「入場料等」という。）を徴収すると

きは 基本利用料金の額に基本利用料金の額に30を乗じて得た

額を加算した額とし、入場料等を徴収しないときは 基本利用料

金の額に基本利用料金の額に 3を乗じて得た額を加算した額とする。

（イ）専用使用者が営利を目的としないで使用する場合において、入場料等

を徴収するときの専用利用料金は、基本利用料金の額に基本利用料金の

額に 2を乗じて得た額を加算した額とする。

(2) 略

(3)附属設備利用料金

施 至認几 名 単位 金 額

茅ヶ崎 電光得点表示盤 旱 1, 0 4 0円
市総合

体育館 放送設備 ニ式 2, 0 9 0円

茅ヶ崎 放送設備 ー式 1, 2 5 0円
市体育

館
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備考 附属設備利用料金の額は、使用区分ごとの額とする。 備考 附属設備利用料金の額は、使用区分ごとの額とする。

辺照明設備利用料金

工基本利用料金

施

茅ヶ崎 第1体育室
市総合
体育館

設 名 ノ並＼ 

3分の 1

2分の 1又は3分の2

額

4 1 0円

8 3 0円

疇 1, 3 6 0円

儘上 8 0 0ルクス以上の照明を使用する場合に限る。

旦基本利用料金の額は、使用区分ごとの額とする。

工営利日的等利用料金

立）専用使用者が営利を目的として使用する場合の専用利用料金は、入場

料等を徴収するときは基本利用料金の額に基本利用料金の全面の額に2

を乗じて得た額を加算した額とし、入場料等を徴収しないときは基本利

用料金の額に基本利用料金の全面の額を加算した額とする。

辺専用使用者が営利を目的としないで使用する場合において、入場料等

を徴収するときの専用利用料金は、基本利用料金の額に基本利用料金の

全面の額を加算した額とする。
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茅ヶ崎市体育館条例の一部を改正する条例参照条文

0地方自治法

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除く

ほか 公の施設の設習及びその砥理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、

これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席

議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、

条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの（以下

本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行わせる

ことができる。

4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必

要な事項を定めるものとする。

5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団

体の議会の議決を経なければならない。

7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当

該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金

（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

旦前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところ

により、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料

金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

1 0 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため

、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又

は必要な指示をすることができる。

1 1 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理

を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の

全部又は一部の停止を命ずることができる。
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茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

国民健康保険法の改正に伴い、所要の規定を整備するため提案する。

2 根拠法規

国民健康保険法（昭和 33年法律第 19 2号）第 12 7条

3 条例の概要

(1)所要の規定を整備することとした。 （第 53条関係）

議案第85号 ll 

(2) この条例は、令和 6年 12月 2日から施行することとし、所要の経過措置を設ける

こととした。
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茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 前

第53条法第9条第1項若しくは態旦項の規定に

よる届出をせず、又は虚偽の届出をした者

は、 1

0 0, 0 0 0円以下の過料に処する。

第53条法第9条第1項若しくは第旦項の規定に

よる届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又

は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険

者証の返還を求められてこれに応じない者は、 1

0 0, 0 0 0円以下の過料に処する。
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茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例参照条文

0国民健康保険法（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律等の一部を改正する法律（令和 5年法律第48号）第 10条の規定による改正後の

もの）

（届出等）

第九条 世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び

喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。

2 世帯主と同一の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第三十六条第三項に規定する電子資格確認

を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当

該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省

令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から

第四項までにおいて同じ。）による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、

厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った世帯主に対しては当

該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った世帯主に対しては当該事項を

電磁的方法により提供するものとする。

3 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事

項の提供を受けた世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で

定める方法により表示したものを提示することにより、第三十六条第三項本文（第五十二条第六項、

第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。

）又は第五十四条の二第三項（第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。）の確認を受け

ることができる。

4 世帯主は、その世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省

令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該事実を記載した書面の交付

又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合において、

当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面の交付の求めを行った世帯主に対して

は当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った世帯主に対しては当該書

面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする。

互 世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところ

により、速やかに、市町村にその旨を届け出なければならない。

6 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第

三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があったとき（当該届出に係る書面に同法第

二十八条の規定による付記がされたときに限る。）は、その届出と同一の事由に基づく第一項又は前

項の規定による届出があったものとみなす。

7 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認に関して必

要な事項は、厚生労働省令で定める。

第百二十七条 市町村は、条例で、 九条第一項若しくは第五項の規定による届出をせず、＿又は虚偽の

届出をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

2 市町村は、条例で、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、第百十三条の規定により文

書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質

問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けるこ

とができる。

3 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収

を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設け

ることができる。

4 地方自治法第二百五十五条の三の規定は、前三項の規定による過料の処分について準用する。
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令和 6年8月 14日 水曜日 官 報 第 1284号

令
和
六
年
八
月
十
四
日

御

名

餌

璽

内
閣
総
理
大
臣

政
令
第
二
百
六
十
＿
号

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
六
年
法
律
第
四
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条

第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
六
年
九
月
一
日
と
す
る
。

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

政
令
第
二
百
六
十
二
号

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
六
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
第
二
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
五
号
、
第
六
号
、

第
八
号
及
び
第
九
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
第
十
三
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
第
五
号
」

に
改
め
る
。

令
和
六
年
八
月
十
四
日

御

名

御

璽

内
閣
総
理
大
臣

岸

田

文

雄

財
務
大
臣
鈴
木
俊
一

厚
生
労
働
大
臣
武
見
敬
三

国
土
交
通
大
臣
斉
藤
鉄
夫

内
閣
総
理
大
臣
岸
田
文
雄

岸

田

文

雄

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施

行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

哨松本武見木原

稔竺冒乱

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
第
二
号
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

に
お
け
る
第
二
号
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

内
閣
総
理
大
臣

一
こ
の
ほ
令
は
、
第
二
号
施
行
日
（
令
和
六
年
十
二
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

総
務
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

防
衛
大
臣

政
令
第
二
百
六
十
四
号

自
衛
隊
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
十
一
イ
の
表
平
成
二
十
七
年
三
月
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一

令

和

六

年

三

月

一

四

千

三

百

八

十

万

円

別
表
第
十
一
口
の
表
平
成
三
十
年
三
月
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一

令

和

六

年

三

月

一

九

百

三

十

一

万

円

別
表
第
十
一
ハ
の
表
平
成
三
十
年
三
月
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一

令

和

六

年

三

月

一

九

百

三

十

万

円

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
六
年
八
月
十
四
日

御

名

御

璽

自
衛
隊
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
八
月
十
四
日

御

名

御

璽

防

衛

大

臣

木

原

稔

内
閣
総
理
大
臣
岸
田
文
雄

内
閣
総
理
大
臣

岸

田

文

雄

総

務

大

臣

松

本

剛

明

内
閣
総
理
大
臣
岸
田
文
雄

附

則

こ
の
政
令
は
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の

律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

財
務
大
臣

一

鱈

彗

□

放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

岸

田

文

雄

鈴
木
俊
一

斉

藤

鉄

夫

岸

田

文

雄

部
を
改
正
す
る
法

政
令
第
二
百
六
十
三
号

。
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
六
号
）
附
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
と
し
、
同
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
期
日
は
令
和
六
年
八
月
十
五
日
と
す
る
。
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第
二
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
世
帯
の
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
又

は
第
二
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
旨

第
二
十
七
条
第
四
号
口
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

口
そ
の
者
に
係
る
被
保
険
者
記
号
・
番
号

第
二
十
七
条
第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ
そ
の
者
が
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
本
文
の
規

定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

第
三
十
条
第
一
項
中
「
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
若
し
く
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書
、
後
期
高
齢
者
医
療
の

被
保
険
者
証
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
四
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
を
い
う
。
）
若
し
く
は
被

保
険
者
資
格
証
明
書
（
同
法
第
五
十
四
条
第
七
項
の
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
い
う
。
）
」
を
「
国
民
健
康
保
険
法
第

九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
」

に
改
め
る
。

（
行
政
手
続
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条
行
政
手
続
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
る
。

（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。第
一
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
百
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険

者
記
号
・
番
号
等

第
一
条
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
等

第
一
条
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

八
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
二
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
に
そ
の
発
行
を
受
け
る

者
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
文
字
、
番
号
、
記

号
そ
の
他
の
符
号

九
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
」
を
削
る
。

（
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
」
を
削
る
。

第
二
章
経
過
措
置

（
職
権
に
よ
る
交
付
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
条
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
及
び

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
に
つ
い
て
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項

中
「
保
険
者
（
健
康
保
険
法
第
四
条
に
規
定
す
る
保
険
者
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
全
国
健
康
保
険
協
会
（
船
員

保
険
法
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
を
行
う
全
国
健
康
保
険
協
会
を
い
う
。
）
」
と
、
「
第
五
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
同
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
二
十
八

条
の
二
第
一
項
前
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

2

改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与

等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
及
び
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
に
つ
い
て
改
正

法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
保
険
者
（
健
康
保
険
法
第
四
条
に
規

定
す
る
保
険
者
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
国
」
と
、
「
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
五
十
一
条
の
三
第

一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二

条
第
六
項
前
段
」
と
、
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
本
人
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
省
令
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

3

改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合

法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
及
び
電
磁
的
方

法
に
よ
る
提
供
に
つ
い
て
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
保
険

者
（
健
康
保
険
法
第
四
条
に
規
定
す
る
保
険
者
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
三
条
に
規

定
す
る
組
合
」
と
、
「
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
九

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
前
段
」
と
、
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
に
基
づ

く
共
済
組
合
の
組
合
員
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
財
務
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4

改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
第
九

条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
及
び
電
磁
的
方
法

に
よ
る
提
供
に
つ
い
て
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
保
険
者

（
健
康
保
険
法
第
四
条
に
規
定
す
る
保
険
者
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
又
は
国
民
健

康
保
険
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
」
と
、
「
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
五
十
一
条
の
三
第

一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
九
条
第
二
項
前
段
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
世
帯
主
又
は
組
合
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

5

改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済

組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
及
び
電
磁

的
方
法
に
よ
る
提
供
に
つ
い
て
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
保

険
者
（
健
康
保
険
法
第
四
条
に
規
定
す
る
保
険
者
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
三
条

に
規
定
す
る
組
合
」
と
、
「
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
前
段
」
と
、
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
に

基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
主
務
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

6

改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確

保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
及
び
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
に
つ
い
て
改
正

法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
保
険
者
（
健
康
保
険
法
第
四
条
に
規

定
す
る
保
険
者
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
と
、
「
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
前
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
又
は
国
民
健
康

保
険
組
合
か
ら
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
世
帯
主
又
は
組
合
員
が
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以

下
「
第
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
保
険
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
被
保
険
者
証
の
返
還
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

t

う

口

日

ロ

の

r

る

の

口

i

第
十
条
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四

十
八
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
第
二
号
施

行
日
以
後
に
保
険
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
被
保
険
者
証
の
返
還
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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I' 

◇
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
政
令
第
二
六
三
号
）
（
総
務
省
）

放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
六
号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
七
年
一

0
月
一
日
と
し
、

同
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
令
和
六
年
八
月
一
五
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
自
衛
隊
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
二
六
四
号
）
（
防
衛
省
）

1

令
和
六
年
三
月
卒
業
の
防
衛
医
科
大
学
校
卒
業
生
が
離
職
し
た
場
合
に
お
け
る
償
還
金
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
金

額
に
つ
い
て
、
防
衛
省
設
置
法
第
一
六
条
第
一
項
第
一
号
の
教
育
訓
練
を
修
了
し
た
者
に
お
い
て
は
四
、
三
八

0
万

円
、
同
項
第
二
号
の
教
育
訓
練
を
修
了
し
た
者
に
お
い
て
は
九
三
一
万
円
、
同
項
第
三
号
の
教
育
訓
練
を
修
了
し
た

者
に
お
い
て
は
九
三

0
万
円
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
第
一
―
関
係
）

2

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

-〉曼

令
和
六
年
八
月
十
四
日

御

名

御

璽

岸

田

文

雄

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

政

令
‘

内
閣
総
理
大
臣

政
令
第
二
百
六
十
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

•
日
こ

一

こ

-

内
閣
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百

九
十
二
号
）
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律

第
八
十
号
）
第
四
十
八
条
並
び
に
第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八

十
一
号
）
第
二
十
八
条
及
び
第
四
十
一
条
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

二
条
第
二
項
並
び
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第
一
章
関
係
政
令
の
整
備
等
（
第
一
条
ー
第
七
条
）

第
二
章
経
過
措
置
（
第
八
条
ー
第
十
一
条
）

附
則
第
一
章
関
係
政
令
の
整
備
等

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
＿
条
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
八
」
を
「
第
十
七
条
の
八
の
四
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
八
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
自
衛
官
等
で
あ
る
こ
と
の
確
認
）

第
十
七
条
の
八
の
四
法
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
書
面
の
交
付
を
受
け
、
若
し
く
は
同
項
に
規

定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
り
同
項
の
防
衛
省
令
で
定
め
る
事
項
の
提
供
を
受
け
た
自
衛
官
等
は
、
当
該
書
面
又
は

当
該
事
項
を
防
衛
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
十
七
条
の
五
の
二

第
一
項
並
び
に
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
七
条
の
四
の

三
第
一
項
、
第
十
七
条
の
四
の
四
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
四
の
五
第
一
項
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
か
ら
第
一
条
の
三
ま
で
を
削
る
。

第
二
条
中
「
法
」
を
「
国
民
健
康
保
険
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
と
す
る
。
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御

名

御

璽

木武盛鈴松岸
原見山木本田

敬正俊剛文
稔三仁一明雄

岸

田

文

雄

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
―
一
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

政
令
第
三
百
七
十
四
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
六
年
十
二
月
―
一
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

総
務
大
臣

財
務
大
臣

文
部
科
学
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

防
衛
大
臣
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第
十
一
条
前
条
の
規
定
は
、
附
則
第
九
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
氏
の
振
り
仮
名
又
は
一
般
の
読
み
方

以
外
の
氏
の
読
み
方
を
示
す
文
字
が
記
載
さ
れ
た
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
（
筆
頭
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
新

戸
籍
の
筆
頭
に
記
載
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
新
戸
籍
が
編
製
さ
れ
る
日
前
に
当
該
新
戸

籍
に
記
載
さ
れ
る
氏
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
届
出
又
は
こ
の
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
一

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
届
出
が
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
二
条
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
戸
籍
に
名
の
振
り
仮
名
を
記
載
さ
れ
た
者
（
既
に
こ
の
項
又
は
次
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
を
除
く
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
名
の
振
り
仮
名
を
変
更
す
る
旨
の
届
出

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
戸
籍
に
名
の
振
り
仮
名
を
記
載
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
附
則
第
一
条
第
三
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
一
般
の
読
み
方
以
外
の
名
の
読
み
方
を
使
用
し
て
い
る
も
の
は
、
戸
籍
の
記
載
事

項
を
現
に
使
用
し
て
い
る
名
の
読
み
方
を
示
す
文
字
に
変
更
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
届
出
に
よ
り
戸
籍
の
記
載
事
項
を
変
更
し
た
者
に
係
る
新
戸
籍
法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二

十
九
条
第
四
号
、
第
百
七
条
の
二
及
び
第
百
七
条
の
四
の
規
定
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該

届
出
に
係
る
文
字
を
名
の
振
り
仮
名
と
み
な
す
。

3

附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
戸
籍
に
一
般
の
読
み
方
以
外
の
名
の
読
み
方
を
示
す
文
字
を
記
載
さ
れ
た
者

（
既
に
こ
の
項
又
は
次
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
を
除
く
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
戸
籍
の
記
載
事
項

を
一
般
の
読
み
方
に
よ
る
名
の
振
り
仮
名
に
変
更
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
戸
籍
に
一
般
の
読
み
方
以
外
の
名
の
読
み
方
を
示
す
文
字
を
記
載
さ
れ
た
者

で
あ
っ
て
、
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
戸
籍
に
記
載
さ
れ
た
名
の
読
み
方
以
外
の
名
の

読
み
方
で
あ
っ
て
一
般
の
読
み
方
以
外
の
も
の
を
使
用
し
て
い
る
も
の
は
、
戸
籍
の
記
載
事
項
を
現
に
使
用
し
て
い

る
名
の
読
み
方
を
示
す
文
字
に
変
更
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に

よ
り
名
の
読
み
方
を
示
す
文
字
を
変
更
し
た
者
に
係
る
新
戸
籍
法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
九
条
第
四
号
、

第
百
七
条
の
二
及
び
第
百
七
条
の
四
の
規
定
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
に
係
る
文
字

を
名
の
振
り
仮
名
と
み
な
す
。

5

新
戸
籍
法
第
百
七
条
の
四
の
規
定
は
、
前
各
項
の
届
出
に
は
、
適
用
し
な
い
。

6

第
二
項
又
は
第
四
項
の
届
出
を
す
る
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
現
に
使
用
し
て
い
る
名
の
読
み
方
が
通
用
し
て
い

る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
本
籍
地
の
市
町
村
長
は
、
附
則
第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
関
係

地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
者
に
対
し
、
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
戸
籍
に
記
載
さ

れ
て
い
る
者
に
係
る
氏
名
の
振
り
仮
名
並
び
に
現
に
使
用
さ
れ
て
い
る
氏
の
読
み
方
及
び
名
の
読
み
方
を
示
す
文
字

に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
一
般
の
読
み
方
以
外
の
氏
の
読
み
方
又
は
名
の
読
み
方
を
示
す
文
字
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
仮
名
及
び

記
号
の
範
囲
は
、
新
戸
籍
法
第
十
三
条
第
三
項
の
法
務
省
令
で
定
め
ら
れ
た
仮
名
及
び
記
号
の
範
囲
と
す
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
五
条
保
険
者
（
健
康
保
険
法
第
四
条
に
規
定
す
る
保
険
者
を
い
う
。
）
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
同

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
権
で
、
被
保
険
者
に
対
し
、
同
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
、
又
は
当
該
事
項
を
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的

方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
規
定
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
八
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
六
項
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
第
九
条

第
二
項
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務

員
等
共
済
組
合
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
及
び
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
六
条
第
十
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
国
民
健
康
保

険
組
合
か
ら
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
保
険
医
療
機
関
等
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条

第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
を
い
う
。
附
則
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
療
養

を
受
け
る
場
合
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
を
い

う
。
附
則
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
指
定
訪
問
看
護
（
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看

護
を
い
う
。
附
則
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
当
該
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証

明
書
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
有
効
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
（
当
該
有

効
期
間
の
末
日
が
第
二
号
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
以
後
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
号
施
行

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
と
す
る
。
）
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
七
条
市
町
村
は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
施

行
の
た
め
に
必
要
な
条
例
の
制
定
又
は
改
正
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
八
条
第
十
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格

証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
、
第
二
号
施
行
日
以
後
に
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養
を
受
け
る
場
合
又
は
指

定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
当
該
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書

に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
被
保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書
が
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
間
（
当
該
期
間
の

末
日
が
第
二
号
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
以
後
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
号
施
行
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
間
と
す
る
。
）
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
九
条
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
施
行
の
た
め
に
必
要
な
条
例
の
制
定
又
は
改
正
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て

は
、
第
二
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過

措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
＿
条
地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
同
条
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
の
二
第
二
項
、

第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
（
同
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
表
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共

団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
の
項
中
「
第
三
条
の

二
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
（
第
九
条
第
二
項
及
び
第
十
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
項
、
第
五
項
（
第
九
条
第
二
項
及
び
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び
第
七
項
、
第
三
条
の
二
第
二
項
」
に
、
「
、
第
二
十
二
条
第
三
項
」
を
「
、
第
三
条
の
二
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
（
第
九
条
第
三
項
及
び
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
項
、
第
五
項
（
第
九
条
第
三
項
及
び
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
及
び
第
七
項
、
第
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
四
項
、

第
五
項
（
第
九
条
第
三
項
及
び
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
項
、
第
二
十
二
条
第

三
項
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
、
第
二
十
二
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び

第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
項
、
第
五
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十

九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
項
、
」
に
、
「
の
規
定
」
を
「
、
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
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2

二

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の

番

号

の

利

用

等

2

載
さ
れ
、
」
の
下
に
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
申
請

満
た
な
い
場
合
を
除
き
」
を
加
え
る
部
分
及
び
同
項

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
十
六
条
の
二
の

の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
八
条
の
八
第
一
項

五
条
、
第
六
条
及
び
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の

一

十

八

条

、

第

二

十

二

条

か

ら

第

二

十

五

条

ま

で

及

び

号

一

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

政

令

で

定

め

る

日

2
i
三

第

七

条

の

改

正

規

定

、

同

法

第

十

七

条

の

改

正

規

定

2
一

の

三

第

五

項

の

改

正

規

定

、

同

法

第

三

十

条

の

四

十

i

規
定
、
同
法
第
三
十
条
の
五
十
の
改
正
規
定
及
び
同

並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
六
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で

第
一

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

外
一

四

掲

げ

る

改

正

規

定

を

除

く

。

）

並

び

に

第

四

条

中

電

子

号
―
（
 

業
務
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、

正
規
定
、
同
法
第
十
二
条
第
一
号
の
改
正
規
定
、
同

一

六

の

改

正

規

定

、

同

法

第

二

十

二

条

第

二

項

の

改

正

二
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
三
十
五
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
一
―
一
条
及
び
第
五
条
の
規

一
定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

寸
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の

措
置
）

第
二
条
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
申
請
さ
れ
、
又
は
発
行
さ
れ
て
い
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行

政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
番

号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
本
人
の

写
真
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
申
請
さ
れ
、
又
は
発
行
さ
れ
て
い
る
個
人
番
号
カ
ー

ド
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
番
号
利
用
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
に
係
る
住
民
票
に
当
該

申
請
の
日
に
お
い
て
第
三
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
住
民

基
本
台
帳
法
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
「
新
住
民
基
本
台
帳
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一

号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
十
七
条
第
一
二
号
に
規
定
す
る
国
外
転
出

者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
申
請
を
し
た
者
に
係
る
戸
籍
の
附
票
に
新
住
民
基
本
台
帳
法
第
十
七
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ

る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
）
に
お
け
る
当
該
申
請
に
係
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に

関
す
る
法
律
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
三
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
同
条
第
四
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
第
四
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

（
次
条
に
お
い
て
「
公
的
個
人
認
証
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

三

諷

麟

項

諏

び

第

一

か

ら

第

三

号

ま

で

ロ

ロ

ロ

（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴う経過

措置）

第五条附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に公的個人認証法第十五条第一項又は第十六条

の十四第一項の規定により効力を失っていない個人番号カード用署名用電子証明書（公的個人認証

法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。次項及び第三項において同

じ。）又は公的個人認証法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の記録事

項については、なお従前の例による。

2前項の規定の適用を受ける個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けている署名利用者

（公的個人認証法第一一条第四項に規定する署名利用者をいう。次項において同じ。）についての第四

条の規定（附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。）による改正後の公的個人認証法第十二条（第

一号に係る部分に限る。）の規定の道用については、次に掲げる場合に該当するときは、同条第一号

に規定する記載の修正（以下この項及び第四項において「住民票の記載の修正」という。）はなかっ

たものとみなす。

一次条第一項若しくは第二項又は附則第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しく

は第二項の規定による届出によって戸籍の記載がされ、住民票の記載の修正があった場合

――附則第九条第一項から第三項までの規定による戸籍の記載がされ、住民票の記載の修正があっ

た場合

―――附則第十条第一項から第四項まで（これらの規定を附則第十一条において準用する場合を含

む。）又は附則第十二条第一項から第四項までの規定による届出によって戸籍の記載がされ、住民

票の記戦の修正があった場合

3前項の規定は、第四号施行日以後に発行される個人番号カード用署名用電子証明書で新住民基本

台帳法第七条第一号の一一に掲げる事項が記録されていないものの発行を受ける署名利用者について

準用する。

4前項において準用する第二項の規定により住民票の記載の修正がなかったものとみなされる場合

においては、公的個人認証法第十＝一条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等及

び公的個人認証法第十六条の十一に規定する移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等は、ない

ものとする。

（戸籍法の一部改正に伴う経過措置）

第六条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍の筆頭に記載されている者（以下「筆頭

者」という。）（既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。）は、第三号施行日から起算

して一年以内に限り、当該筆頭者の戸籍に記載されている氏に係る氏の振り仮名の届出をすること

ができる。

十第 項第ニ一項第号、第第
六七

三十条の第項 十第十七ニ条

闘 五二三第十六ー条の

-/‘一- 条第号六条＿第—
第項 の二‘条竺魯量璽

蒻 二項第の一

第ー及ひ二十第六第二こ豆第三項第

喜ビ
か
各＇ 

か か

畠 ら ら
そ 第 第
の 一/‘ ／『＼ 

可に 可F 弓に

ま ま ま
で で で

並

-喜喜 'ヽ 各び 第
に 第 第 第
そ 第 号
の 号 芍ロ 可に ヽ

Fに弓コ か 各 か 第
に ら ら
第 第 芍に

一I¥ 干/‘ 

ーロ可 号
ま ま
で で
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（
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

八
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
法
第
二
条
第
七
項
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
以
下
こ
の

号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
の
交
付
の
申
請
の
受
付
及
び
当
該
申
請
に
係
る
個
人

番
号
カ
ー
ド
の
引
渡
し
、
同
法
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
項
の
届
出
の
受
付
、
当
該
届
出
に
係
る

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受
付
及
び
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
返
還
に
係
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
引

渡
し
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
項
の
届
出
の
受
付
並
び
に
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く
個
人
番
号

カ
ー
ド
の
返
納
の
受
付

九
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
に
当
た
り
、
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
電
子
情
報
処
理
組
織
（
当
該
市
町
村
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
当
該
郵
便
局
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た

電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
用
い
て
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が

ら
通
話
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
本
人
確
認
の
措
置
（
同
項
後
段
の
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及

び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
本
人
確
認
の
措
置
に
係
る
書
類
の
受
付
及
び
個

人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
の
申
請
を
し
た
者
が
当
該
本
人
確
認
の
措
置
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
連
絡
そ
の
他
の

事
務

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
必
要
な
施
設
及
び
設
備
」
の
下
に
「
（
前
条
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
本

人
確
認
の
措
置
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
必

要
な
措
置
」
の
下
に
「
（
前
条
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
本
人
確
認
の
措
置
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
た

め
に
必
要
な
措
置
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。第
二
条
第
六
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
同
法
第
三

条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
同
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
条

第
三
項
（
同
法
第
三
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、

「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
法
第
三
条
第
四
項
及
び
同
法
第
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
三
条
第
四
項
（
同
法
第
三
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
「
第
三

条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
三
条
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
第
七
号
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
二
条
の
二
第

一
項
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
同
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
二
十

二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
二
条
第
三
項
（
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同

法
第
二
十
二
条
第
四
項
及
び
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
二
条
第
四
項
（
同
法

第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
「
第
二
十
二
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び

同
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
二

条
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
第
八
号
中
「
当
該
申
請
」
を
「
同
法
第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
送
付
又

は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
送
付
（
同
条
第
三
項
の
申
出
に
係
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
同
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
、
「
第
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
十
七
条
第
七
項
」
に
、
「
同
条
第
三

項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
、
「
同
条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改

め
、
同
条
第
九
号
中
「
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
本
人
確
認
の
措
置
（
同

項
後
段
の
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
（
以

下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
第
二
号
措
置
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
当
該
本
人
確
認
の
措
置
」
を
「
当
該
第

二
号
措
置
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
本
人
確
認
の
措
置
」
を
「
第
二
号
措
置
」
に
改
め
る
。

（
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和

三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
行
政
機
関
の
長
等
か
ら
の
利
用
口
座
情
報
の
提
供
に
よ
る
登
録
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項

中
「
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
の
取
得
及
び
情
報
の
提
供
」
を
「
国
税
庁
長
官
、
厚
生
労
働
大
臣
そ
の
他
こ
の
項

の
規
定
に
よ
る
事
務
」
に
、
「
係
る
も
の
]
を
「
係
る
も
の
（
以
下
「
利
用
口
座
情
報
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
第
九
条
」
を
「
次
条
第
三
項
及
び
第
九
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
情
報
」
を
「
利
用
口
座
情
報
」

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
行
政
機
関
の
長
等
か
ら
の
利
用
口
座
情
報
の
提
供
に
よ
る
登
録
の
特
例
）

第
五
条
の
二
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
の
長
等
（
厚
生
労
働
大
臣
そ
の
他
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
事
務

を
適
切
に
行
い
得
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
同
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
利
用
口
座
情
報
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
預
貯
金
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
預
貯
金
者
に
係
る
利
用
口
座
情
報
を
内
閣

総
理
大
臣
に
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
す
る
か
ど
う
か
を
回
答
す
る
よ
う
求
め
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
次

項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
送
付
し
た
上
で
、
当
該
預
貯
金
者
か
ら
同
意
を
得
た
と
き
（
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

同
意
を
し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
当
該
預
貯
金
者
に
係
る
利
用
口
座
情

報
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
当
該
同
意
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
預
貯
金
者
が
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
者
で
な
い
と
き
は
、
公

的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
に
第
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
録
さ
れ
る
こ
と
。

二
当
該
書
面
が
到
達
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
上
が
経
過
し
た
日
ま
で
の
期
間
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
庁
令

で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
同
意
又
は
不
同
意
の
回
答
が
な
い
と
き
は
、
当
該
同
意
を
し
た
も
の

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
。

三
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
預
貯
金
者
へ
の
送
付
は
、
書
留
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項

に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
の
う
ち
書
留
郵
便
に
準

ず
る
も
の
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
も
の
に
付
し
、
か
つ
、
前
項
に
規
定
す
る
回
答
を
行
う
た
め
に
必
要

な
も
の
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
も
の
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

3

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
口
座
情
報
の
提
供
を
受
け
た
時
点
に
お
い
て
、
当
該
預
貯
金

者
が
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
者
で
な
い
と
き
は
当
該
預
貯
金
者
を
第
三
条
第
二
項
の
申
請
を
し
た
者
と
み
な

し
て
同
条
第
一
項
の
登
録
を
し
、
当
該
預
貯
金
者
が
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
者
で
あ
る
と
き
は
デ
ジ
タ
ル
庁

令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
預
貯
金
者
に
対
し
そ
の
旨
及
び
当
該
預
貯
金
者
に
係
る
公
的
給
付
支
給
等
口
座
情

報
は
変
更
さ
れ
な
い
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
そ
の
旨
」
と
あ
る

の
は
、
「
そ
の
旨
及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
口
座
情
報
の
提
供
を
受
け
た
旨
」
と
読
み
替
え
て
、

同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

4

国
庫
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
。

（
日
本
年
金
機
構
へ
の
事
務
の
委
託
）

第
五
条
の
三
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
五
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
（
日
本
年
金
機
構
が
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
公
的
給
付
の
支
給
等
に
係
る
事
務
に
限
る
。
）
を
日
本
年
金
機
構
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す

る。＇附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
一

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
一

一
第
一
条
中
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二

項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
九
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
十
三
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
七
条
、
第
十

九
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
公
布
の
日
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第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
準
用
規
定
）

第
二
十
二
条
第
九
条
（
第
六
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
組
合
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
関
す
る
届
出

及
び
被
保
険
者
の
資
格
に
関
す
る
確
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
、
第
三
項
及

び
第
五
項
中
「
世
帯
主
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
員
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第
五
項
中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は

「
組
合
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
世
帯
主
と
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
員
と
」
と
、
同
項
及
び
同
条
第
四
項
中
「
世

帯
主
は
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
員
は
」
と
、
「
当
該
世
帯
主
が
住
所
を
有
す
る
市
町
村
]
と
あ
る
の
は
「
組
合
」
と
、

「
当
該
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
組
合
」
と
、
「
世
帯
主
に
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
員
に
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

第
一
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五

+
＝
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
五
十
四
条
の
二
第
一

項
た
だ
し
書
中
「
係
る
被
保
険
者
資
格
征
明
書
の
交
付
」
を
「
つ
い
て
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
本
文

の
規
定
の
適
用
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

市
町
村
及
び
組
合
は
、
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
世
帯
主
（
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
世
帯
主

に
限
る
。
）
又
は
組
合
員
（
そ
の
世
帯
に
属
す
る
全
て
の
被
保
険
者
が
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る

法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
よ
る
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療

に
関
す
る
給
付
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
原
爆
一
般
疾
病
匿
療
費
の
支
給
等
j

と
い
う
。
）
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
世
帯
主
又
は
組
合
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
険
料
滞
納
世
帯
主
等
」
と
い
う
。
）

が
、
当
該
保
険
料
の
納
期
限
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
、
当
該
市
町
村
又
は

組
合
が
当
該
保
険
料
の
納
付
の
勧
奨
及
び
当
該
保
険
料
の
納
付
に
係
る
相
談
の
機
会
の
確
保
そ
の
他
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
保
険
料
の
納
付
に
資
す
る
取
組
（
次
項
並
び
に
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
保

険
料
納
付
の
勧
奨
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
も
な
お
当
該
保
険
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
険

料
の
滞
納
に
つ
き
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
世
帯

に
属
す
る
被
保
険
者
（
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
及
び
十
八
歳
に
達
す
る
日

以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養
を
受
け
た
と
き
、
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
指
定
訪
問
看

護
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
療
養
又
は
指
定
訪
問
看
護
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食

事
療
養
費
等
（
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
又
は
訪
問
看
護
療

養
費
を
い
う
。
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
給
（
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
療
養
の
給
付
等
」

と
い
う
。
）
に
代
え
て
、
当
該
保
険
料
滞
納
世
帯
主
等
に
対
し
、
特
別
療
養
費
を
支
給
す
る
。

第
五
十
四
条
の
三
第
五
項
中
「
中
「
療
養
の
給
付
を
」
を
「
中
「
j

に
、
「
は
「
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る

な
ら
ば
療
養
の
給
付
を
」
を
「
は
、
「
」
に
改
め
、
「
、
「
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
場
合
」
と
あ
る
の

は
「
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
」
と
、
「
入

院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
入
院
時

生
活
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
」
と
、
「
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
場
合
」
と

あ
る
の
は
「
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
」

と
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
」
を
「
又
は
第
二
項
本

文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
保
険
料
滞
納
世
帯
主
等
の
担
帯
に
属
す
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、

同
条
第
三
項
中
「
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
世
帯
主
又
は
組
合
員
に
対
し
当
該
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険

者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
」
を
「
又
は
第
二
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
保
険
料
滞
納
世
帯
主
等
の
世
帯

に
属
す
る
被
保
険
者
が
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第

二
項
中
「
及
び
こ
れ
」
を
一
又
は
指
定
訪
問
看
護
及
び
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
「
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
な
ら

ば
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

2

市
町
村
及
び
組
合
は
、
前
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
が
経
過
す
る
前
に
お
い
て
も
、
当
該

市
町
村
又
は
組
合
が
保
険
料
納
付
の
勧
奨
等
を
行
っ
て
も
な
お
保
険
料
滞
納
世
帯
主
等
が
当
該
保
険
料
を
納
付
し

な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養
を
受
け
た
と
き
、
又
は

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
療
養
又
は
指
定
訪
問
看
證
に
要
し
た
費
用

に
つ
い
て
、
療
養
の
給
付
等
に
代
え
て
、
当
該
保
険
料
滞
納
世
帯
主
等
に
対
し
、
特
別
療
養
費
を
支
給
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3

市
町
村
及
び
組
合
は
、
第
一
項
又
は
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
特
別
療
養
費
を
支
給
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
険
料
滞
納
世
帯
主
等
に
対
し
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険

者
が
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養
を
受
け
た
と
き
、
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
た

と
き
は
、
特
別
療
養
費
を
支
給
す
る
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

4

市
町
村
及
び
組
合
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
保
険
料
滞
納
世
帯
主
等
が
滞

納
し
て
い
る
保
険
料
を
完
納
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
者
に
係
る
滞
納
額
の
著
し
い
減
少
、
災
害
そ
の
他
の
政
令

で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
原
爆
一
般
疾
病
医
療

費
の
支
給
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
P

こ
れ
ら
の
場
合
に
該
当
す
る
世
帯
主
又
は

組
合
員
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
（
当
該
保
険
料
滞
納
世
帯
主
等
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
原
爆
一
般
疾

病
医
療
費
の
支
給
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
被
保
険
者
に
限
る
。
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養
を
受
け
た
と
き
、
又
は
指
定
訪
問
看
随
事
業

者
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
世
帯
主
若
し
く
は
組
合
員
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
対
し

療
養
の
給
付
を
行
い
、
又
は
当
該
世
帯
主
若
し
く
は
組
合
員
に
対
し
入
院
時
食
事
療
養
費
等
を
支
給
す
る
。

5

市
町
村
及
び
組
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
療
養
の
給
付
を
行
い
、
又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
等
を
支
給
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
世
帯

主
又
は
組
合
員
に
対
し
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養
を
受
け
た
と
き
、
又
は

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
た
と
き
は
、
療
養
の
給
付
等
を
行
う
旨
を
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。

第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
間
に
」
の
下
に
「
、
当
該
市
町
村
又
は
組
合
が
保
険
料
納
付
の
勧
奨
等
を
行
っ
て

も
な
お
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
組
合
員
が
]
の
下
に
「
、
当
該
市
町
村
又
は
組
合
が
保
険
料
納
付
の
勧
奨
等

を
行
っ
て
も
な
お
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
九
条
第
六
項
（
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
本
文
の
規
定
の
適
用
l

に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
一
二
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
二
項
.
第
四
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
」
に
改
め
、

同
条
第
一
一
項
中
「
第
五
十
四
条
の
一
二
第
二
項
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
の
三
第
二
項
中
「
国
民
年
金
法
]
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
」
を
加
え
る
。

第
九
十
一
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
証
の
交
付
の
請
求
又
は
返
還
に
関
す
る
」
を
「
第
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
求
め
に
対
す
る
」
に
改
め
る
。

第
百
十
九
条
及
び
第
百
十
九
条
の
二
中
「
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め

i
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る。
第
百
二
十
七
条
第
一
項
中
「
第
九
項
」
を
「
第
五
項
]
に
‘
「
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者
又
は
同
条
第
三
項
一

若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
じ
な
い
」
を
「
又
は
虚
偽
の
届
出
一

を
し
た
」
に
改
め
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
のT
剖
改
正
）
＇
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第
十
一
条
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
五
十
五
条
」
を
「
第
五
十
五
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
四
章
第
二
節
第
一
款
中
第
五
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
組
合
員
の
資
格
の
確
認
に
必
要
な
書
面
の
交
付
等
）

第
五
十
五
条
の
二
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
組
合
員
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
組
合
に
対
し
、

当
該
状
況
に
あ
る
組
合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
の
資
格
に
係
る
情
報
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
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第
十
三
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

前
項
第
二
号
の
読
み
方
は
、
氏
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
文
字
の
読
み
方
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

氏
名
の
振
り
仮
名
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
仮
名
及
び
記
号
の
範
囲
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

第
二
十
九
条
中
「
次
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
本
人
と
」
を
「
本
人
と
が
」
に
、
「
本

人
の
氏
名
、
j

を
「
本
人
の
」
に
、
「
、
戸
籍
」
を
「
及
び
戸
籍
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
届
出
事
件
の
本
人
の
氏
名
及
び
氏
名
の
振
り
仮
名

第
五
十
七
条
第
二
項
中
「
を
つ
け
」
を
「
及
び
氏
名
の
振
り
仮
名
を
付
け
」
に
、
「
且
つ
]
を
「
か
つ
」
に
改
め
、
「
並

び
に
氏
名
]
の
下
に
「
、
氏
名
の
振
り
仮
名
」
を
加
え
る
。

第
百
七
条
第
一
項
中
「
配
偶
者
は
、
」
の
下
に
「
氏
及
び
氏
の
振
り
仮
名
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」
を
加
え
、
「
そ

の
旨
」
を
「
そ
の
許
可
を
得
た
氏
及
び
氏
の
振
り
仮
名
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
旨
j

の
下
に
「
及
び
変

更
し
よ
う
と
す
る
氏
の
振
り
仮
名
]
を
加
え
る
。

第
百
七
条
の
二
中
「
者
は
、
」
の
下
に
「
名
及
び
名
の
振
り
仮
名
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」
を
加
え
、
「
そ
の
旨
」

を
「
そ
の
許
可
を
得
た
名
及
び
名
の
振
り
仮
名
」
に
改
め
る
。

第
四
章
第
十
五
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
十
五
節
の
二
氏
名
の
振
り
仮
名
の
変
更

第
百
七
条
の
三
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ
て
氏
の
振
り
仮
名
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
戸
籍
の
筆
頭
に

記
載
し
た
者
及
び
そ
の
配
偶
者
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
七
条
の
四
正
当
な
事
由
に
よ
っ
て
名
の
振
り
仮
名
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得

て
、
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
の
外
」
を
「
の
ほ
か
」
に
改
め
る
。

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
六
項
及
び
第
七
項
」
を
「
第
七
項
及
び
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

「
及
び
次
項
」
を
「
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
、
「
（
次
項
」
を
「
（
次
項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
、
「
こ
と
を
い
う
」
の
下

に
「
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
l

を
加
え
、
同
条
第
十
四
項
中
「
第
十
二
項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
十
五
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
九
項
」
に
、
「
第

九
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
二
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第

十
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
第
一
号
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第

七
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
第
一
号
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
九
項
」
を
「
第
十

項
l

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

6

本
人
が
電
子
資
格
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
本
人
は
、
防
衛
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
に
対
し
、
当
該
状
況
に
あ
る
本
人
に
係
る
保
険
医
療
機
関
等
若
し
く
は
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
に
よ
る
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
の
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
防
衛
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

面
の
交
付
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
防
衛
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
提
供
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
は
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
当

該
書
面
の
交
付
の
求
め
を
行
っ
た
本
人
に
対
し
て
は
当
該
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
し
、
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ

る
提
供
の
求
め
を
行
っ
た
本
人
に
対
し
て
は
当
該
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
三
条
中
「
第
二
十
二
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中
「
第
二
十
二
条
第
十
二
璽
を
「
第
二
十
二
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
五
十
三
条
」
を
「
第
五
十
三
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
四
章
第
二
節
第
一
款
中
第
五
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
組
合
員
の
資
格
の
確
認
に
必
要
な
書
面
の
交
付
等
）

第
五
十
三
条
の
二
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
組
合
員
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
組
合
に
対
し
、

当
該
状
況
に
あ
る
組
合
員
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
の
資
格
に
係
る
情
報
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ

る
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

速
や
か
に
、
当
該
書
面
の
交
付
の
求
め
を
行
っ
た
組
合
員
に
対
し
て
は
当
該
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
し
、
当
該

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
の
求
め
を
行
っ
た
組
合
員
に
対
し
て
は
当
該
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
も

の
と
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
書
面
の
交
付
を
受
け
、
若
し
く
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
同
項
の
財
務
省
令
で
定
め

る
事
項
の
提
供
を
受
け
た
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
は
、
当
該
書
面
又
は
当
該
事
項
を
財
務
省
令
で
定
め
る
方

法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
五
十
七
条
第
七
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
、
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
、
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
又

は
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
（
第
五
十
七
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
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（
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
）

十
条
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

i

第
四
条
第
三
項
中
一
第
九
条
第
三
項
セ
第
七
項
及
び
第
十
項T
を
削
け
ー
云m廿
_
~
贔
芯
咆
ゴ
環
]
1
‘
ぽ
P目
に
し
、
T
ー
第
五
“

十
四
条
の
一
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
一
＿
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2

世
帯
主
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
全
て
又
は
一
部
の
被
保
険
者
が
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格

確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
世
帯
主
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
世
帯
主
が
住
所
を
有
す
る
市
町
村
に
対
し
、
当
該
状
況
に
あ
る
被
保
険
者
の
資
格
に
係
る
情
報
と
し

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
市
町
村
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
当
該
書
面
の
交
付
の
求
め

を
行
っ
た
世
帯
主
に
対
し
て
は
当
該
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
し
、
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
の
求
め
を
行

っ
た
世
帯
主
に
対
し
て
は
当
該
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

3

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
書
面
の
交
付
を
受
け
、
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
事
項
の
提
供
を
受
け
た
世
帯
主
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
は
、
当
該
書
面
又
は
当
該
事
項
を
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
三
十
六
条
第
三
項
本
文
（
第
五
十

―
一
条
第
六
項
、
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
三
条
第
三
項
及
び
第
五
十
四
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
五
十
四
条
の
二
第
三
項
（
第
五
十
四
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

世
帯
主
は
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
全
て
又
は
一
部
の
被
保
険
者
の
資
格
に
係
る
事
実
の
確
認
の
た
め
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
世
帯
主
が
住
所
を
有
す
る
市
町
村
に
対
し
、
当
該
事
実
を
記
載
し
た
書

面
の
交
付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
の
交
付
の
求
め
を
行
っ

た
世
帯
主
に
対
し
て
は
当
該
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
し
、
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
の
求
め
を
行
っ
た
世

帯
主
に
対
し
て
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
民
切
比
ぐ
ほ
芦
い
ー
'
:
!
t
l
I

第
九
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
九
項
中
「
届
け
出
る
と
と
も
に
、
当
該
被
保
険
者
に
係
る
被
一

保
険
者
証
又
は
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
返
還
し
な
け
れ
ば
」
を
「
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一

五
項
と
し
、
同
条
第
十
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
中
「
第
九
項
」
を
「
前
項
]
に
改
め
、
同
一

項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
十
五
項
中
「
並
び
に
被
保
険
者
証
及
び
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」
を
「
及
び
被
保

険
者
の
資
格
に
関
す
る
確
認
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
。



-25-

--0123456789

号2
 
2
 

竺
法
律
第
戸
鱈
¥
い
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
一

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
よ
る
特
定
個
人
情
報
」
を
「
よ
る
利
用
特
定
個
人
情
報
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
七
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項
中
「
特
定

個

人

情

報

」

を

「

利

用

特

定

個

人

情

報

」

に

改

め

る

。

＜

第
三
条
第
二
項
中
「
及
び
災
害
対
策
に
関
す
る
分
野
」
を
「
、
災
害
対
策
そ
の
他
の
行
政
分
野
」
に
改
め
、
「
他
の

行
政
分
野
及
び
」
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
の
各
項
」
に
改
め
、
「
よ
り
同
表
の
」
の
下
に
「
当
該
各
項
の
」
を
加

え
、
「
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
」
を
「
若
し
く
は
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
又
は
当
該
事

務
に
準
ず
る
事
務
（
個
別
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
を
除
き
、
当
該
事
務
の
性
質
が
同
表
の
当
該
各
項
の
下
欄

に
掲
げ
る
事
務
と
同
一
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
事
務
に
限
る
。
）
と
し
て
主
務
省
令
で

定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
準
法
定
事
務
」
と
い
う
。
）
を
処
理
す
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も

の
（
第
十
九
条
第
八
号
に
お
い
て
「
準
法
定
事
務
処
理
者
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
」
を

「
、
同
表
の
当
該
各
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
（
準
法
定
事
務
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
」
を
「
そ
の
他
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
個
人
情
報
の
」
を
「
利

用
特
定
個
人
情
報
の
」
に
、
「
特
定
個
人
情
報
を
」
を
「
利
用
特
定
個
人
情
報
を
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表

第
一
」
を
「
別
表
の
各
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
ま
で
又
は
」
を
「
ま
で
、
第
三
十
条
の
十
五
の
二
第
一
項
、
」
に
改
め
、
「
第
三
十
条
の
四
十

四
の
五
ま
で
」
の
下
に
「
又
は
第
三
十
条
の
四
十
四
の
七
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
い
る
者
」
の
下
に
「
又
は
戸
籍
の
附
票
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
（
国
外
転
出
者
で
あ

る
者
に
限
る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
発
行
す
る
」
を
「
作
成
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
並

び
に
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
作
成
及
び
」
を
「
及
び
送
付
（
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
の

発
行
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
状
況
並
び
に
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

2

前
項
の
申
請
は
、
機
構
に
対
し
て
、
直
接
に
又
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
記
録
さ

れ
て
い
る
住
民
基
本
台
帳
（
国
外
転
出
者
に
あ
っ
て
は
、
戸
籍
の
附
票
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
備
え
る
市
町
村
の
長
（
当
該
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
長
を
経
由
し
て
申
請
す
る
こ
と
が
当
該
個
人
番
号

カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
利
便
及
び
迅
速
な
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
に
資
す
る
も
の
と
し
て
総

務
省
令
で
定
め
る
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
又
は
当
該
住
民
基
本
台
帳
を
備
え
る
市
町
村
の
長
）
を

経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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御

令
和
五
年
六
月
九
日

名

御

璽

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

3

戸
籍
の
附
票
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
は
、
第
一
項
の
申
請
に
併
せ
て
、
領
事
官
（
領
事
官
の
職
務
を
行
う
大
使

館
若
し
く
は
公
使
館
の
長
そ
の
他
総
務
省
令
・
外
務
省
令
で
定
め
る
者
又
は
そ
の
事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
又
は
当
該
戸
籍
の
附
票
を
備
え
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
長
か
ら
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
引
渡
し
を

受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

機
構
は
、
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
き
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
前
項
の
申
出
を
し
た
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
住
民
基
本
台
帳
を

備
え
る
市
町
村
の
長
に
対
し
、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

5

機
構
は
、
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
き
第
三
項
の
申
出
を
し
た
者
に
係
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
作
成
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
戸
籍
の
附
票
を
備
え
る
市
町
村
の
長
に
対
し
、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
作
成

し
た
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
出
に
係
る
領
事
官
又
は
市
町
村
の
長

に
対
し
、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
申
請
に
よ
り
、
」
を
「
前
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
又
は

そ
の
作
成
に
つ
い
て
の
通
知
を
受
け
た
」
に
改
め
、
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
」
の
下
に
「
直
接
に
又
は
同
条
第
三
項
の

申
出
に
係
る
領
事
官
若
し
く
は
市
町
村
長
を
経
由
し
て
」
を
加
え
、
「
当
該
市
町
村
長
」
を
「
当
該
交
付
を
行
う
市
町

村
長
（
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
「
交
付
市
町
村
長
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
措
置

と
し
て
政
令
で
定
め
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
そ
の
者
に
係
る
住
民
票
又
は
戸
籍
の
附
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
及
び
出
生
の
年
月
日
そ
の
他
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
事
項
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
当
該
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
番
号

（
そ
の
者
に
係
る
住
民
票
が
消
除
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
た
個
人
番
号
）
を

確
認
す
る
こ
と
。

二
前
条
第
一
項
の
申
請
又
は
当
該
申
請
に
係
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
引
渡
し
の
際
に
、
そ
の
者
か
ら
そ
の
者
の

氏
名
及
び
出
生
の
年
月
日
そ
の
他
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
政
令
で
定

め
る
も
の
の
提
示
を
受
け
、
そ
の
者
が
当
該
書
類
に
係
る
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
（
こ
れ
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
含
む
。
）
。

第
十
七
条
第
九
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
七
項
」
に
、
「
第
五
項
」
を
「
第

八
項
」
に
改
め
、
「
速
や
か
に
」
の
下
に
「
、
直
接
に
又
は
領
事
官
を
経
由
し
て
」
を
加
え
、
「
前
項
中
「
住
所
地
市
町

村
長
」
と
あ
る
の
は
「
附
票
管
理
市
町
村
長
」
を
「
前
項
中
「
住
所
地
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
、
直
接
に
又
は

領
事
官
を
経
由
し
て
附
票
管
理
市
町
村
長
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
十
項

と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第

五
項
」
に
、
「
第
七
項
並
び
に
第
十
八
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条

第
三
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

2

前
条
第
一
項
の
申
請
（
同
条
第
三
項
の
申
出
を
し
た
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
交
付
市
町
村
長
以
外
の
市

町
村
長
を
経
由
し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
交
付
市
町
村

長
に
代
わ
っ
て
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

前
条
第
三
項
の
申
出
を
し
た
者
（
交
付
市
町
村
長
に
よ
り
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
が
と
ら
れ
た
者
で

あ
っ
て
、
当
該
交
付
市
町
村
長
か
ら
当
該
申
出
に
係
る
領
事
官
又
は
市
町
村
長
に
対
し
そ
の
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
個

人
番
号
カ
ー
ド
の
送
付
を
受
け
た
領
事
官
又
は
市
町
村
長
が
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
引
き

渡
す
こ
と
に
よ
り
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
、
交
付
市
町
村
長
に
よ
り
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

措
置
が
と
ら
れ
た
者
で
あ
っ
て
当
該
交
付
市
町
村
長
か
ら
当
該
領
事
官
又
は
市
町
村
長
に
対
し
そ
の
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
も
の
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
領
事
官
又
は
市
町
村
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
交

付
市
町
村
長
に
代
わ
っ
て
同
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。

4

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
市
町
村
長
に
代
わ
っ
て
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
っ
た
市
町
村
長
又
は

領
事
官
は
、
そ
の
旨
を
当
該
交
付
市
町
村
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
加
え
、
同
条
第
三

項
中
「
住
所
地
市
町
村
長
又
は
第
十
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
四
項
に
規
定
す

る
附
票
管
理
市
町
村
長
」
を
「
交
付
市
町
村
長
（
第
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
市
町
村
長
以

外
の
市
町
村
長
が
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
長
）
」
に
改
め
る
。
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議案第86号 l 

茅ヶ崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の改

正に伴い、患者の希望による先発医薬品の処方等について特別の費用を徴収することと

するため提案する。

2 根拠法規

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 22 8条第 1項

3 条例の概要

(1) 患者が先発医薬品の処方等を希望した場合は、先発医薬品の薬価から後発医薬品

の薬価を控除して得た価格に 4分の 1を乗じて得た価格を用いて診療報酬の算定方

法（平成 20年厚生労働省告示第 59号）の例により算定した点数に 10円を乗じ

て得た額を徴収することとした。 （別表第 2関係）

(2) この条例は、公布の日から施行することとし、所要の経過措置を設けることとした

゜
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茅ヶ崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 ‘’ 
月lj

（使用料及び手数料） （使用料及び手数料）

第6条病院を利用する者は、使用料又は手数料を 第6条病院を利用する者は、使用料又は手数料を

納付しなければならない。 納付しなければならない。

2 使用料は、別表第2の左欄に掲げる種別に応じ 2 使用料は、別表第2の左欄に掲げる種別に応じ

同表の右欄に掲げる額とし、手数料は、別表第3 同表の右欄に掲げる額とし、手数料は、別表第3

の左欄に掲げる種別に応じ同表の右欄に掲げる額 の左欄に掲げる種別に応じ同表の右欄に掲げる額

とする。 とする。

3 前項の使用料（駐車場の提供に係る使用料を除 3 前項の使用料（駐車場の提供に係る使用料を除

く。）及び手数料のうち、消費税法（昭和63年 く。）及び手数料のうち、消費税法（昭和 63年

法律第10 8号）第6条第1項の規定により消費

税を課されないこととなるものについては、当該

算定した額をもって使用料又は手数料の額とし、

同法第4条第1項の規定により消費税を課される

こととなるものについては、当該算定した額に、

同法第29条の税率と当該税率に地方税法（昭和

2 5年法律第22 6号）第72条の 83の税率を

乗じて得た率を合計した率に 1を加えた率を乗じ

て得た額（その額に 10円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）をもって使用料又は手

数料の額とする。

4 略

別表第2 （第6条関係）

種別 金額

法律第10 8号）第6条第1項の規定により消費

税を課されないこととなるものについては、当該

算定した額をもって使用料又は手数料の額とし、

同法第4条第1項の規定により消費税を課される

こととなるものについては、当該算定した額に、

同法第29条の税率と当該税率に地方税法（昭和

2 5年法律第22 6号）第72条の 83の税率を

乗じて得た率を合計した率に 1を加えた率を乗じ

て得た額（その額に 10円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）をもって使用料又は手

数料の額とする。

4 略

別表第2 （第6条関係）

種別 金額

略 略 略 略

□ 冒
及び看謹をいう，） により算定した額に10 

0分の15を乗じて得た

額を基準として病院事業

管理者が定める額

入院期間が 18 0日を超保険外併用療養費に係る

えた日以後の入院及びそ厚生労働大臣が定める医

の療養に伴う世話その他薬品等（平成18年厚生

の看護（厚生労働大臣の労働省告示第498号）

定める評価療養、患者申第8号に規定する通算対

出療養及び選定療養第2 象入院料の点数を用いて

条第7号に規定するもの診療報酬の算定方法の例

こ により算定した額に 10 

0分の 15を乗じて得た

額を基準として病院事業

管理者が定める額

先発医薬品（後発医薬品先発医薬品の薬価から当

（厚生労働大臣の定める該先発医薬品の後発医翌且 II 
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評価療養、患者申出療養 品の薬価を控除して得た

及び選定療養笙2条第1価格に4分の1を乗じて

5号に規定する後発医薬 得た価格を用いて診療報

品をいう。以下この項に 酬の算定方法の例により

おいて同じ。）のある新 堡定した点数に10円を

医薬品等（同号に規定す 乗じて得た額

る新医薬品等であって別

に厚生労働大臣が定める

ものをいう。）をいう。

以下この項において同じ

。）の処方等（同号に規

定する処方等をいう。）

略 略 略 略

備考略 備考略
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茅ヶ崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例参照条文

0地方自治法

（分担金等に関する規制及び罰則）

第二百二十八条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなけ

ればならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認めら

れるものとして政令で定める事務（以下本項において「標準事務」という。）について手数料を徴収

する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の

手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

2 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万

円以下の過料を科する規定を設けることができる。

3 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、

条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額（当該五倍に相当する金額が五万円を超えないと

きは、五万円とする。）以下の過料を科する規定を設けることができる。

0健康保険法

（保険外併用療養費）

第八十六条 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定する

ものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は

選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

旦保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額（当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第

二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算

額）とする。

ニ 当該療養（食事療養及び生活療養を除く。）につき第七十六条第二項の定めを勘案して厚生労働
大臣が定めるところにより算定した費用の額（その額が現に当該療養に要した費用の額を超えると

きは、当該現に療養に要した費用の額）から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分

に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額（療養の給付に係る同項の一部負担金について第七

十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額）を

控除した額

二 当該食事療養につき第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用
の額（その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費

用の額）から食事療養標準負担額を控除した額

二 当該生活療養につき前条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（
その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額

）から生活療養標準負担額を控除した額

3 厚生労働大臣は、前項第一号の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮間するも

のとする。

4 第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで

、第七十七条、第七十八条、第八十四条第一項及び第八十五条第五項から第八項までの規定は、保険

医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療義並びにこれらに伴う保険外併用療養費の

支給について準用する。

5 第七十五条の規定は、前項の規定により準用する第八十五条第五項の場合において第二項の規定に

より算定した費用の額（その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した

費用の額）から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を

控除した額の支払について準用する。

（家族療義費）

第百十条 被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、

被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
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2 家族療養費の額は、第一号に掲げる額（当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に

掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額）と

する。

ー 当該療養（食事療養及び生活療養を除く。）につき算定した費用の額（その額が現に当該療養に

要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額）に次のイから二までに掲げる場

合の区分に応じ、当該イから二までに定める割合を乗じて得た額

イ 被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の

属する月以袖である場合 百分の七十

ロ 被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 百分の八十

ハ 被扶養者（二に規定する被扶養者を除く。）が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である

場合百分の八十

二 第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶

養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の七十

二 当該食事療養につき算定した費用の額（その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えると

きは、当該現に食事療養に要した費用の額）から食事療養標準負担額を控除した額

三 当該生活療養につき算定した費用の額（その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えると

きは、当該現に生活療養に要した費用の額）から生活療養標準負担額を控除した額

旦 前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養（評価療養、患

者申出療養及び選定療養を除く。）を受ける場合にあっては第七十六条第二項の費用の額の算定、保

険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあっては第八十六条第二項第

一号の費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条第

―項の費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条の

二第二項の費用の額の算定の例による。

4 被扶養者が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受

けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した

費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、

当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。

6 被扶養者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合に

おいて、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支

給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものと

みなす。

7 第六十三条、第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項か

ら第六項まで、第七十八条、第八十四条第一項、第八十五条第八項、第八十七条及び第九十八条の規

定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。

8 第七十五条の規定は、第四項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額（そ

の額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額）から当該療養に

要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用す

る。

0保険医療機関及び保険医療養担当規則

（一部負担金等の受領）

第五条 保険医療機関は、被保険者又は被保険者であった者については法第七十四条の規定による一部

負担金、法第八十五条に規定する食事療養標準負担額（同条第二項の規定により算定した費用の額が

標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単に「食事療養標準負担額」という。）、

法第八十五条の二に規定する生活療養標準負担額（同条第二項の規定により算定した費用の額が生活

療養標準負担額に満たないときは、、当該費用の額とする。以下単に「生活療養標準負担額Jという。

）又し［法第八十六条の規定による療養（法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養（以下「食事
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療養」という。）及び同項第二号に規定する生活療養（以下「生活療養」という。）を除く。）につ

いての費用の額に法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じ

て得た額（食事療蓑を行った場合においては食事療養標準負担額を加えた額とし、生活療養を行った

場合においては生活療養標準負担額を加えた額とする。）の支払を、被扶養者については法第七十六

条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の算定

の例により算定された費用の額から法第百十条の規定による家族療養費として支給される額に相当す

る額を控除した額の支払を受けるものとする。

旦保険医療機関は、食事療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第八十五条第二項又

は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を、生活療養に関し、当該療養

に要する費用の範囲内において法第八十五条の二第二項又は第百十条第三項の規定により算定した費

用の額を超える金額の支払を、法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養（以下「評価療養」と

いう。）、同項第四号に規定する患者申出療養（以下「患者申出療養」という。）又は同項第五号に

規定する選定療養（以下「選定療養Jという。）に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法

第八十六条第二項又は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けるこ

とができる。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労働大臣が定める額の支払を受け

るものとする。

3 保険医療機関のうち、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第七条第二項第五号に規定する一般

病床（以下「一般病床」という。）を有する同法第四条第一項に規定する地域医療支援病院（一般病

床の数が二百未満であるものを除く。）、同法第四条の二第一項に規定する特定機能病院及び同法第

三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等（同法第三十条の十八の四第一項第二号

の規定に基づき、同法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する

基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が二百未満であるものを除く。）

であるものは、法第七十条第三項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のため

の措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。

ー 患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介すること。

二 選定療養（厚生労働大臣の定めるものに限る。）に関し、当該療養に要する費用の範囲内におい

て厚生労働大臣の定める金額以上の金額の支払を求めること（厚生労働大臣の定める場合を除く。

0保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

（患者負担金の受領）

第四条 保険薬局は、被保険者又は被保険者であった者については法第七十四条の規定による一部負担

金並びに法第八十六条の規定による療養についての費用の額に法第七十四条第一項各号に掲げる場合

の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額の支払を、被扶養者については法第七十六条第

二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第百十条の

規定による家族療養費として支給される額（同条第二項第一号に規定する額に限る。）に相当する額

を控除した額の支払を受けるものとする。

旦保険薬局は、法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養（以下「評価療養」という。）、同項

第四号に規定する患者申出療養（以下「患者申出療養Jという。）又は同項第五号に規定する選定療

蓑（以下「選定療養」という。）に関し、当該療養に要する費用の範囲内において、法第八十六条第

二項又は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができる。

ただし、＿屑生労働大臣が＿定める療義に関しては、ー厚生労働大臣が定める額の支払を受けるものとする

旦—

0高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する

基準

（一部負担金の受領等）

第五条 保険医療機関は、法第六十七条の規定による一部負担金及び法第七十四条第二項の規定による
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食事療養標準負担額（同項の規定により算定した 用の額が食事療養標準負担 に満たないときは、

当該費用の額とする。以下単に「 事療養標準負担額」という。）・及び法 七十五条第二項に規定す

る生活療養標準負担額（同項の 定により算定した費用の額が生活療養標準負担額に満たないときは

、当該費用の額とする。以下単に「生活療養標準負担額」という。）の支払を受けるものとする。

旦保険医療機関は、法第六十四条二項一号に規定する 事療養（以下「事療養」という。）に

関し、当該療養に要する費用の範囲内において法 七十四条 二項の規定により算定した 用の額を

超える金額の支払を、法第六十四条 二項 二号に規定する生活療養（以下「生活療養」という。）

に関し、当該療養に要する費用の 囲内において法七十五条 二項の 定により算定した費用の額

を超える金額の支払を、法六十四条 二項第三号に 定する評価療養（以下「評価療養」という。

）、同項第四号に規定する患者申出療養（以下「患者申出療養」という。）又は同項第五号に規定す

る選定療養（以下「選定療養」という。）に関し、当該療養に要する費用の且囲内において法第七十

六条 二項に規定する保険外併用療養 定額を超える金額の支払を受けることができる。ただし、

厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労働大臣が定める の支払を受けるものとする。

3 保険医療機関のうち、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第七条第二項第五号に規定する一般

病床（以下「一般病床」という。）を有する同法第四条第一項に規定する地域医療支援病院（一般病

床の数が二百未満であるものを除く。）、同法第四条の二第一項に規定する特定機能病院及び同法第

三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等（同法第三十条の十八の四第一項第二号

の規定に基づき、同法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する

基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が二百未満であるものを除く。）

であるものは、健康保険法第七十条第三項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連

携のための措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。

ー 患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介すること。

二 選定療養（厚生労働大臣の定めるものに限る。）に関し、当該療養に要する費用の範囲内におい

て厚生労働大臣の定める金額以上の金額の支払を求めること（厚生労働大臣の定める場合を除く。

4 保険医療機関は、厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養の給付及び保険外併用

療養費に係る療養に関して前三項の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養の給付

及び保険外併用療養費に係る療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその受領方法に関して説

明を行わなければならない。

（一部負担金の受領等）

第二十六条の四 保険薬局は、法第六十七条の規定による一部負担金の支払を受けるものとする。

旦保険薬局は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関し、当該療養に要する費用の u囲内におい

て法第七十六条 二項に規定する保険外併用療養費算定額を超える金額の支払を受けることができる

。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労働大臣が定める額の支払を受けるものとす

る
゜

0療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（厚生

労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部を改正する告示（令和

6年厚生労働省告示第12 2号）第5条の規定による改正後のもの）

第一の一の二 療担規則第五条第二項、薬担規則 四条第二項並びに療担基準第五条 二項及び第二十

六条の四第二項の厚生労働大臣が定める療養

厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養（平成十八年厚生労働省告示 四百九

十五号）第二条第十五号に掲げるもの

第一の一の三 療担規則第五条第二項、‘担規則第四条第二項並びに療担基準第五条第二項及び第二十

六条の四第二項の厚生労働大臣が定める額

第一の一の二に規定する療養に係る厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第

一条第十五号に規定する後発医薬品（以下「後発医薬品」という。）のある同号に規定する 医薬品等

（以下「先発医薬品」という。）の薬価から当該先発医薬品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に
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四分の一を乗じて得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に十円を乗じて得た

墾
第二療担規則 五条の四第一項、薬担規則 四条の三一項並びに療担基準第五条の四第一項及び

―十六条の六第一項の選定療養に関して支払を受けようとする場合の厚生労働大臣の定める基準

！略

十三

土旦後発医薬品のある先発医薬品の処方等又は調剤に関する基準

日 当該処方等又は調剤は、次に掲げる要件を満たす場合に行われるものに限られるものとする

イ 患者が後発医薬品のある先発医薬品の処方等又は調剤を希望していること。

ロ 当該後発医薬品のある先発医薬品を処方等又は調剤することに医療上必要があると認められ

る場合に該当しないこと。

ハ 当該保険医療機関又は保険薬局において後発医薬品を提供することが困難な場合に該当しな

いこと。

二 後発医薬品のある先発医薬品の薬価が当該後発医薬品の薬価を超えること。

旦療担規則第五条第二項、薬担規則 四条 二項並びに療担基準五条第二項及び第二十六条

の四第二項の規定により受け取る金額は、 一の一の三に規定する額とする。

曰 後発医薬品のある先発医薬品の処方等又は調剤に係る費用徴収その他必要な事項を当該保険
医療機関及び当該保険薬局内の見やすい場所に掲示しなければならないものとする。

四 原則として、当該後発医薬品のある先発医薬品の処方等又は調剤に係る費用徴収その他必要

な事項をウェブサイトに掲載しなければならないものとする。

0厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養（厚生労働大臣の定める評

価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部を改正する告示（令和6年厚生労働省告示

第12 2号）第2条の規定による改正後のもの）

第二条健康保険法第六十三条第二項第五号及び高齢者医療確保法 六十四条第二項 五号に規定する

選定療養は、次の各号に掲げるものとする。

特別の療養環境の提供

― 予約に基づく診察

二 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察

四 病床数が二百以上の病院について受けた初診（他の病院又は診療所からの文書による紹介がある

場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。）

五 病床数が二百以上の病院について受けた再診（当該病院が他の病院（病床数が二百未満のものに

限る。）又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合及び緊急その他や

むを得ない事情がある場合に受けたものを除く。）

六 診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）に規定する回数を超えて受けた診

療であって別に厚生労働大臣が定めるもの

土別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が百八十日を超えた日以後の入院及びそ

の療養に伴う世話その他の看護（別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に

伴う世話その他の看護を除く。）

八 前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給

九 金属床による総義歯の提供

しよくり しよく

十 う蝕に罹患している患者（う蝕多発傾向を有しないものに限る。）であって継続的な指導管理

を要するものに対する指導管理

十一 白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦
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点眼内レンズの支給

十二 主として患者が操作等を行うプログラム医療機器であって、保険適用期間の終了後において患

者の希望に基づき使用することが適当と認められるものの使用

けつ

十二 間歌スキャン式持続血糖測定器の使用（診療報酬の算定方法に掲げる療養としての使用を除く

十四 医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解

土五保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号。以下「薬担規則」と

いう。）第七条の二に規定する後発医薬品のある薬担規則第七条の二に規定する新医薬品等（昭和

四十二年九月三十日以前の薬事法の規定による製造の承認（以下この号において「旧承認」という

。）に係る医薬品であって、当該医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一

性を有するものとして、医薬品医療機器等法第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承

認（旧承認を含む。）がなされたものがあるものを含む。）であって別に厚生労働大臣が定めるも

のの処方等又は調剤（別に厚生労働大臣が定める場合を除く。）

0保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等

八 告示第二条第七号に規定する別に厚生労働大臣が定める入院期間の計算方法
1 病院又は診療所を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該病院若しくは診療所又は他の病
院若しくは診療所に入院した場合（当該疾病又は負傷が治癒し、又はこれに準ずる状態になった後

に入院した場合を除く。）にあっては、これらの病院又は診療所において通算対象入院料（医科点

数表又は歯科点数表に規定する一般病棟入院基本料（特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、

特定入院基本料及び夜勤時間特別入院基本料を＾み、医科点数表に規定する一般病棟入院基本料の

注11の規定により算定する場合（歯科点数表第 1章第2部第 1節通則 1の規定により医科点数表

の例により算定する場合を含む。）を除く。）、特定機能病院入院基本料（一般病棟の場合に限る

。）及び専門病院入院基本料をいう。以下同じ。）を算定していた期間を通算する。

旦 イの場合以外の場合にあっては、現に入院している病院又は診療所において通算対象入院料を算

定していた期間を通算する。
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113 令和6年 3月27日 水曜日 官 報 （号外第73号）

二
S
十
三

十
四
後
発
医
薬
品
の
あ
る
先
発
医
薬
品
の
処
方
等
又
は
調
剤
に
関
す
る
基
準

H

当
該
処
方
等
又
は
調
剤
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
も
の
と

す
る
。
ィ口

患
者
が
後
発
医
薬
品
の
あ
る
先
発
医
薬
品
の
処
方
等
又
は
調
剤
を
希
望
し
て
い
る
こ
と
。

当
該
後
発
医
薬
品
の
あ
る
先
発
医
薬
品
を
処
方
等
又
は
調
剤
す
る
こ
と
に
医
療
上
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

ハ
当
該
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
お
い
て
後
発
医
薬
品
を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
該

当

し

な

い

こ

と

。

＇

二
後
発
医
薬
品
の
あ
る
先
発
医
薬
品
の
薬
価
が
当
該
後
発
医
薬
品
の
薬
価
を
超
え
る
こ
と
。

口
療
担
規
則
第
五
条
第
二
項
、
薬
担
規
則
第
四
条
第
二
項
並
び
に
療
担
基
準
第
五
条
第
二
項
及
び
第
二
十

六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
取
る
金
額
は
、
第
一
の
一
の
三
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。

国
後
発
医
薬
品
の
あ
る
先
発
医
薬
品
の
処
方
等
又
は
調
剤
に
係
る
費
用
徴
収
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
当
該

保
険
医
療
機
関
及
び
当
該
保
険
薬
局
内
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

岡
原
則
と
し
て
、
当
該
後
発
医
薬
品
の
あ
る
先
発
医
薬
品
の
処
方
等
又
は
調
剤
に
係
る
費
用
徴
収
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（略）

ニ
r
+――

（
新
設
）

（略）
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令和6年3月27日 水曜日 官 報 （号外第73号） 1 1 

第
一
の
一
の
二
療
担
規
則
第
五
条
第
二
項
、
薬
担
規
則
第
四
条
第
二
項
並
び
に
療
担
基
準
第
五
条
第
二
項
及
び

第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

四
百
九
十
五
号
）
第
二
条
第
十
五
号
に
掲
げ
る
も
の

第
一
の
一
の
三
療
担
規
則
第
五
条
第
二
項
、
薬
担
規
則
第
四
条
第
二
項
並
び
に
療
担
基
準
第
五
条
第
二
項
及
び

第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額

第
一
の
一
の
二
に
規
定
す
る
療
養
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定

療
養
第
二
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
後
発
医
薬
品
（
以
下
「
後
発
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
の
あ
る
同
号
に
規
定
す

る
新
医
薬
品
等
（
以
下
「
先
発
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
の
薬
価
か
ら
当
該
先
発
医
薬
品
の
後
発
医
薬
品
の
薬
価
を

控
除
し
て
得
た
価
格
に
四
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
価
格
を
用
い
て
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り
算
定
し

た
点
数
に
十
円
を
乗
じ
て
得
た
額

第
一
の
―
―
療
担
規
則
第
五
条
第
三
項
第
一
一
号
及
び
療
担
基
準
第
五
条
第
三
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

る
選
定
療
養

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
第
二
条
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ

る
も
の

第
―
―
―
療
担
規
則
第
五
条
の
四
第
一
項
、
薬
担
規
則
第
四
条
の
三
第
一
項
並
び
に
療
担
基
準
第
五
条
の
四
第
一
項

及
び
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
の
選
定
療
養
に
関
し
て
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定

め
る
基
準

一

通

則

日
△
〗
（
略
）

国
患
者
へ
の
情
報
提
供
に
資
す
る
た
め
、
特
別
の
料
金
等
の
内
容
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場

合
は
、
第
十
四
号
に
規
定
す
る
療
養
を
除
き
、
地
方
厚
生
局
長
等
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
報
告
は
、
報
告
を
行
う
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚

生
局
長
等
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
又
は
地
方
厚

生
支
局
の
分
室
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条

改

正

後

口
当
該
精
子
の
凍
結
又
は
融
解
に
係
る
費
用
徴
収
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
当
該
保
険
医
療
機
関
内
の
見
や

す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

国
原
則
と
し
て
、
当
該
精
子
の
凍
結
又
は
融
解
に
係
る
費
用
徴
収
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

第
十
二
療
担
基
準
第
二
十
条
第
四
号
ハ
の
処
方
箋
の
交
付
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合

一
5
四
（
略
）

五
血
友
病
の
患
者
に
使
用
す
る
医
薬
品
（
血
友
病
患
者
に
お
け
る
出
血
傾
向
の
抑
制
の
効
能
又
は
効
果
を
有

す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
支
給
を
目
的
と
す
る
処
方
箋
を
交
付
す
る
場
合

六
S
十
三
（
略
）

第
一
の
二
療
担
規
則
第
五
条
第
三
項
第
二
号
及
び
療
担
基
準
第
五
条
第
一
二
項
第
一
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

る
選
定
療
養

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

四
百
九
十
五
号
）
第
二
条
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の

第
三
療
担
規
則
第
五
条
の
四
第
一
項
、
薬
担
規
則
第
四
条
の
三
第
一
項
並
び
に
療
担
基
準
第
五
条
の
四
第
一
項

及
び
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
の
選
定
療
養
に
関
し
て
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
揚
合
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定

め
る
基
準

一

通

則

H
。
口
（
略
）

国
患
者
へ
の
情
報
提
供
に
資
す
る
た
め
、
特
別
の
料
金
等
の
内
容
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場

合
は
、
地
方
厚
生
局
長
等
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報
告
は
、
報
告
を
行

う
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
等
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局
の
分
室
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
分
室
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）

療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

＂＂す
1

月

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

第
十
二
療
担
基
準
第
二
十
条
第
四
号
ハ
の
処
方
箋
の
交
付
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合

-
i
四
（
略
）

五
血
友
病
の
患
者
に
使
用
す
る
医
薬
品
（
血
友
病
思
者
に
お
け
る
出
血
傾
向
の
抑
制
の
効
能
又
は
効
果
を
有

す
る
も
の
に
限
る
。
）

六
5
十
三
（
略
）
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別

邑新発定営， 厚喜 尻 条贔IエI
と薬医苺医する第ホ 生略-＾ ― 保険併に規能 1日等＿ 十る 厚 除を＿

い示，品後四労働 外用厚定及承へと保四選健 生 医く間

う〇 等品 発百’ 養 大 併療生にび 1認昭い‘゚ 誓 定康 労 療こ歌g
-と医九臣 用養労よ効和っ＾療保 大上ス
の予い薬十の 療費 >>果と四こ局略養険 臣必キ

>欄う゜ 品五定 養に が t)十第及-は法 の要ヤ
に-号ヽ め 費係 同っ二七び‘第 定がン
おの宝拿る にるが慇一こ年条保次六 めあ式
又いあ欄第成［ 係療定冗性に九の険 の十 るる 持
はてに十 る養；めのを係月二薬各三 と続
調単る同お条八 改 療にる承有る三に剤 号条改 評価認 血
剤に闘ぃ第年養 養っも認す医十規師に第 め糖
に にて十厚‘ にいのへる薬日定療 掲二 養ら 測
係尻規単五生患 つての旧も品以す養 げ項 、れ 定

養富`  皐に号 腐省 者 いの >承ので前る担 る第 患な 器雰 に申 て費認とあの後当も五 者いの

る夜規出 の用i t しつ >発規の号 申 使
費の又てて 則と及 患

数格四品価［ 法〇る上 正 用額は ‘‘薬医＾すび正 出者 用^ 
をを分のかに〇欄 のの こ医当の品昭る高 の―

加え用い一の後発ら‘た掲げ掲に診療の 蕗- 額の算定 剤調^ がな薬品該医規定のあ和三 齢゚者 都合 診療

たてを >［ 薬 点るげ報酬療養 算方別さ 機醤喜 にi 十 医 に喜
点当乗 数別芸るのに 定法 i：：れ よ二 療 よの
数該各じ にに剤宋係る 方の厚生 たとる年 確 る算

覧t 格て価薬の 品の 塁旦厚労生その算定方法i か 後 法^平ー訓改i労邸がのも器等法そ有の造製の 厚省生 保第法 後 養—の 精子の 定方法

の を薬 働他 > 成正 開臣あ第 >承ニ寸 七令 六 部凍 に
例 価大の + -る十認条第 十 結掲
にを控除かに臣 八がも四＾の十 四 次を 又げ
よ控除しら係が定 定の条‘以二六 条 のはる

算りして得該当医るめ診痘報酬分区＃当ら 厚年生 める含を又は分母下こ慇に号゚ 第二 表の 解融 挨駕

定して得価た発先薬品t を 腐慶番号養羞 労働 場合こむ第十用‘号の圧す以下 項第 ょぅ とし

たた格の F に 省 で九にるー五 て
点価に薬医 薬 2 係 告 I除をあ条用法‘お新薬 号 反 の

ホ く。つの一軍回い医担 に 正 使
第-て-、て薬規 規 す 用
四 る

別圭百九 第

薪蕗-蓋 tハ 面十s皐函 薪薪
設- 一 号- 態四選る健 設- -設

新̂含ヽ成几 ＾ 略ヽ

部 -^略 養療はの 定I 
次を 次、

の の十

改 表のょ 各号に三第条改

う 掲一

正

剖ヽ~ 

， 名
改

鷹
包

に げ
改 る項第五

阻 のも 号

る と及
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第
一
条
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
一
一
項
第
一
二
号
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確

保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条

第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
療
養
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

-
i
四
（
略
）

石
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
一
一
一
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
販
売
し
た
当
該
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
別
に
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
使
用
又
は
支
給
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適

合
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
に
お
い
て
保
険
適
用
を
希
望
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
百
四
十
日

以
内
（
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
活
用
す
る
技
術
の
評
価
に
当
た
っ
て
、
当
該
技
術
と
類

似
す
る
他
の
技
術
の
評
価
、
当
該
技
術
を
用
い
た
医
療
の
提
供
の
方
法
そ
の
他
の
当
該
技
術
に
関
連
す
る
事

項
と
一
体
的
な
検
討
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
技
術
（
以
下
「
評
価
に
当
た
っ
て
他
の
事
項
と
一
体
的
な
検
討

を
要
す
る
技
術
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
た
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
又
は
支
給
に
あ
っ
て

は
、
保
険
適
用
を
希
望
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
）
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
り
、
第
八
号
に
掲
げ
る

プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
の
使
用
又
は
支
給
を
除
く
。
）

五
の
一
一
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二
十
―
―
一
条
の
三
十
七
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
販
売
し
た
当
該
承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
使
用
又
は
支
給
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
若

し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
に
お
い
て
保
険
適
用
を
希
望
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
―
一
百
四
十
日
以
内
（
評
価
に

当
た
っ
て
他
の
事
項
と
一
体
的
な
検
討
を
要
す
る
技
術
を
活
用
し
た
再
生
医
療
等
製
品
の
使
用
又
は
支
給
に

あ
っ
て
は
、
保
険
適
用
を
希
望
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
一
年
以
内
）
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

改

正

後

第
一
条
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確

保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条

第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
療
養
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

-
i
四
（
略
）

五
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
販
売
し
た
当
該
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
別
に
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
使
用
又
は
支
給
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
浣
に
適

合
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
に
お
い
て
保
険
適
用
を
希
望
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
百
四
十
日

以
内
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

五
の
二
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
販
売
し
た
当
該
承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
使
用
又
は
支
給
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
若

し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
に
お
い
て
保
険
適
用
を
希
望
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
百
四
十
日
以
内
に
行
わ
れ

る
も
の
に
限
る
。
）

改

正

＂リ
1

月

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
八
十
六
条
第
二
項
第
一
号
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
六
十
四
条
第
一
一
項
第
三
号
及

び
第
五
号
並
び
に
第
七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
、
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
第
五
条
第
二
項
及
び
第
五
条
の
四
第
一
項
、
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
―
―
-
+

二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
四
条
の
三
第
一
項
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号
）
第
万
条

第
二
項
、
第
五
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
四
第
一
一
項
及
び
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令

和

六

年

三

月

二

十

七

日

厚

生

労

働

大

臣

武

見
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厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

一
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し
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i
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l
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i
ー
、
ー
し

（
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
の
一
部
改
正
）

第
一
条
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
，

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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「議案第 87号和解について」の経過報告

事故発生日時

事故発生場所

事故当事者

令和 5年 10月 2日 午後 5時 58分頃

茅ヶ崎市新栄町 7番 7号地先

相手方 市外在住の男性

当方茅ヶ崎市

経過

令和 5年 10月 2日 事故発生

令和 5年 10月 2日 道路管理課より資産経営課へ事故発生の連絡をする。

令和 5年 10月 2日 事故発生を公益社団法人全国市有物件災害共済会ヘシ

ステムにて登録後、電話で報告する。

和解内容

区 分 茅ヶ崎市

損害額

（算出内訳）

相手方

0円I1, 3 7 3, 5 6 8円
-------------------------------

（物件損害）

120,055円

（人身損害）

1,253,513円

過失割合 100% 0%  

賠償額

（算出内訳）

1,373,568円
・---------------------------------

（相手方の損害額）

1, 3 7 3, 5 6 8円Xl00%

=1, 373,568円
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